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研究成果の概要（和文）：　遺伝子ドーピングは遺伝子治療を選手に応用する方法であり、2003年に世界アンチ･ドー
ピング機構によってドーピング方法として禁止されている。本研究の目的は３つの応用倫理学的視座から考察すること
である。すなわち、スポーツ倫理学からは公平性を、生命倫理学からは、選手の安全性を、現代倫理学からは、主とし
てコミュニタリアニズムの人間の尊厳と生の被贈与性からの議論を展開した。
  結論として、遺伝子テクノロジーの発展を超えて、選手やスポーツの高潔性を守るために、遺伝子ドーピング禁止の
理論的根拠を明確化すべきとされた。

研究成果の概要（英文）：     The gene doping is a method to apply gene therapy to an athlete and is forbid
den as a doping method in 2003 by World Anti-doping Agency. The purpose of this study is to consider three
 perspectives from applied ethics. We mainly discussed three perspectives of sport ethics of fairness, bio
ethics of safety for athletes, and modern ethics, especially communitarianism of human dignity and giftedn
ess.
      It was concluded that we should clarify the rationale by which gene doping must be prohibited, prese
rving the integrity of an athlete and sports dom, beyond the development of our gene technology.

研究分野：

科研費の分科・細目：

総合領域

キーワード： 遺伝子ドーピング　公正性(fairness)　安全性(safety)　生の被贈与性　高潔性（integrity）

健康･スポーツ科学、スポーツ科学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)2004 年アテネオリンピックの閉会式の場
でジャック・ロゲ IOC 会長は、オリンピッ
ク・ムーブメントを脅かすのは、外からはテ
ロリストの攻撃、内からはドーピングである
と明言した。彼は、ドーピング問題がスポー
ツ界を内部崩壊させる病巣と位置づけ、強い
懸念を示している。 
ドーピング問題史を概観すれば、幾つかの

エポック・メーキングがある。最初に、1968
年のオリンピック競技大会から施行された
ドーピング禁止規定である。それ以前はドー
ピングに対する数々の懸念や疑念が表明さ
れつつも、この 1968 年の禁止規定は、スポ
ーツ界がドーピング問題にようやく重い腰
を上げた証明であった。 

1968 年から 1988 年にかけては、一般大衆
にドーピング問題の深刻さは理解されず、ス
ポーツ界の内部問題であった。しかし、この
内部のドーピング問題を広く一般大衆に浸
透させたのは、ソウルオリンピックにおける
ベン・ジョンソン事件である。この事件を契
機に検査体制が強化され、競技会の期間中の
ドーピング検査(In-Competition)に競技会外
検査(Out-of-Competition)が加えられた。 
さらには、1999 年のサマランチ元 IOC 会

長によるドーピング緩和の発言は、結果的に、
世界アンチ・ドーピング機構の創設（1999
年）、2003 年の「世界アンチ・ドーピング規
程」制定、コペンハーゲン宣言に結実する。
このコペンハーゲン宣言を受けた、ユネスコ
「スポーツにおけるドーピングの防止に関
する国際規約」は、国際社会全体の課題とし
てドーピング防止が懸案となっていること
の明確な証拠であった（近藤良享：ドーピン
グ問題～スポーツはどこへゆく，高峰編著：
スポーツ教養入門，岩波書店，161～178 頁，
2010）。 
このような国際情勢を受け、「ドーピング

問題」を解決するためのドーピング防止教育
体制の構築をめざし、世界各国が、ドーピン
グ防止に向けた挑戦を行っている。しかし、
毎年、ドーピング検査数の約２％に陽性反応
が見られる現状は、ここ 10 年間、変化は見
られない。そうした中で、2003 年に「遺伝
子治療を応用する方法」の禁止が、WADA 統
一規程に追加されたことは、1968 年の冬季・
夏季のオリンピックから初めてドーピング
禁止規定が発効した後、35 年を経過して、ド
ーピング問題は、全く別次元の方法への懸念
が示されたと言えるだろう。すなわち、主と
して薬物を使用する薬物ドーピングは、現在
の選手の身体への影響であったものが、仮に、
生殖細胞への遺伝子治療を応用するような
操作が行われた場合は、現世代の選手への影
響を超えて、次世代への影響が危惧されるド
ーピングである。 
このような質的変化を迎えている遺伝子

ドーピングは、過去のドーピング問題史を踏
まえ問題の解明が求められている。これまで

の薬物等ドーピングとは異なる問題構造を
明らかにすべき喫緊の課題である。 
 
(2)遺伝子ドーピングの研究は 2003 年のＷＡ
ＤＡコードへの追加禁止事項が契機となっ
て始まるのであるが、２つの系統で難問が発
生する。１つは、選手（あるいは選手でない
人であっても）が治療目的で遺伝子治療を受
けて、結果的に競技力向上（ドーピング効果）
的にエンハンスメントしてしまう場合と、ド
ーピングの禁止を前提としない場合の自己
決定権の主張からは、選手自身が進んで遺伝
子治療を受ける場合では、論理的に禁止でき
ないことになる。しかし、特に、治療だけで
なく向上の目的であっても、授けられた生あ
るいは能力を意図的、計画的に変容させるこ
とへの「倫理、道徳的な不安定さや不安」が
ある。遺伝子ドーピングへの反論としての
「生の被贈与性」（マイケル・サンデル）を
根拠とする主張には、未来の生命観、人間観
を方向付けるキー概念であると考えられる。 
  また、オリンピックの標語である「より速
く､より高く、より強く」という進歩主義思
想への再吟味が、今のスポーツ界には求めら
れ、かつて、ハンス・レンクが、「より美し
く、より人間らしく」の 2つを加えて初めて、
オリンピズムにふさわしい理念（標語）とな
ると提唱したように、人間の幸せのためにあ
るはずの生命科学、遺伝子工学によって、ス
ポーツ界が崩壊する危機に直面している。こ
うした中、我々人類の文化遺産であるオリン
ピックやスポーツを未来に継承していくた
めにも、遺伝子ドーピングの問題構造を探り、
問題解決のための知見を得る課題が我々に
突きつけられている。 
 
２．研究の目的 
(1)「遺伝子ドーピング問題の応用倫理学的研
究」は、研究代表者の 20 年来のドーピング
問題の研究を踏まえ、「禁止薬物使用から遺
伝子操作の時代へ」という質的転換期を迎え
つつある現在、今後、どのようにドーピング
問題を考えるべきかを問う研究である。この
遺伝子ドーピング問題は、2009 年の世界ア
ンチ・ドーピング機構創設十周年の基調講演
で、ジャック・ロゲ IOC 会長が「遺伝子ドー
ピングが今後最も危惧される問題である」と
表明していることからも、この研究がスポー
ツ界の運命を左右するほどの喫緊の研究課
題であることは否定できない。 
よって本研究は、遺伝子ドーピング問題を、

その発生、現状、そして未来も視野に入れつ
つ、応用倫理学的視座からこの問題にアプロ
ーチすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)研究全体の手順：特に、我が国においては、
この遺伝子ドーピング問題への取り組みが
着手されたばかりである。そこで、まず、国
内外の関連文献の収集が必要である。国内に 



関しては、遺伝子工学をはじめとする生命科
学、生命倫理関係の研究者と連携をとって検
討を進めると共に、併せて、外国の文献収集
と諸論を得るために、カナダ、アメリカ、イ
ギリスの三カ国に海外共同研究者を依頼し
て、自国あるいは近隣諸国の情報収集の拠点
になってもらう。初年度に研究ネットワーク
の確立と情報収集を行う。二年目には、カナ
ダ、アメリカ、イギリスから寄せられた情報
について、分析を進める。最終年度には、応
用倫理学の視座を複数選定して、各々の視座
について思索を深め、遺伝子ドーピング問題
の構造を明らかにする。また、本研究から得
られた知見を国内外の学会や研究会などで
公表するとともに、その成果やドーピング関
連情報についてはホームページを通じて、広
く社会に発信しようとする。 
 
(2)3 年間の本研究期間中に、まず、なぜ、2003
年の時点で、なぜＷＡＤＡが「遺伝子治療を
応用する方法」を禁止規定に盛り込んだかの
理由を明らかにする。21 世紀に入ってヒトゲ
ノム解析が終わり、それを踏まえた禁止であ
ることは予想されたが、十分に明らかにされ
ていない。次に、生命科学の飛躍的な発展に
伴う、治療を超えた「エンハンスメント」的
利用が数多く進んでいる。こうした社会的に
普及しつつある遺伝子工学の応用的利用が、
スポーツ界の遺伝子ドーピングへの危惧を
拡大させている点を明らかにする。さらには、
各国の連携研究者らの意見交換を踏まえて、
倫理学からのマイケル・サンデルの主張、「生
の被贈与性」（ M.Sandel(2007):The Case 
against Perfection）への背理の検証、カン
トの「義務論」、特に自己に対する義務への
違反性、また、医の倫理からスポーツ医科学
者の研究倫理の視座を設定して考察を進め
ていく。 
 
(3)ＩＯＣやＷＡＤＡは、ドーピング問題を
解決するために、選手らを含めた関係者への
「厳罰主義」で対応しようとしている。しか
し、そこには遺伝子ドーピング問題の発生メ
カニズムそしてそれへのスポーツ界のある
べき方向についての議論が十分ではない点
が明らかにされている（竹村瑞穂、近藤良
享：ドーピング禁止議論の再検討～倫理学観
点から論じた研究を中心に.スポーツ教育学
研究、第 28 巻第 1 号 pp.23-33, 2008）。生
命科学の発展に伴う、治療を超えた「エンハ
ンスメント論」の台頭は、これまでのスポー
ツ界を劇的に変容させる可能性がある重要
な問題である。これまでの研究は、主として
ドーピング問題を罰則強化（厳罰主義）と教
育・啓蒙で推進してきたが、そこでの手段は
薬物（乱用）であり、これからの遺伝子治療
を応用するといった手段ではなかった。遺伝
子という生来の能力自体を変えようとする
時代となり、これまでの判断基準とは別次元
の考察が必要となる。 

４．研究成果 
(1) 研究代表者は、1999 年 11 月に創設され
た国際アンチ・ドーピング機構(World 
Anti-Doping Agency、以下 WADA)の下部委員
会の１つである、倫理・教育委員会(Ethics 
and Education Committee)の委員に選ばれ、
スポーツ界からのドーピング根絶を目指し
て、2000 年の 5月より活動を開始した（任期
は 2003 年 3 月末まで）。日本でも 2001 年 9
月に日本アンチ・ドーピング機構が発足し、
本研究代表者は､2012 年度まで日本アンチ・
ドーピング機構倫理委員会委員長であった。
こうした一連のドーピング問題への取り組
みから、これまでの研究を概括すると(参
照：近藤編著(2004)『スポーツ倫理の探求』、
大修館書店、近藤良享著（2012）スポーツ倫
理、不昧堂出版)、以下の通りである。すな
わち、1968 年の夏季･冬季オリンピックから
ドーピングは禁止されたが、当時は薬物を使
用した方法であった。しかし今世紀に入り、
この問題は、「禁止薬物を使用するドーピン
グから遺伝子工学を利用したドーピングの
時代へ」と、質的転換を迎えたという認識が
明らかにされた。「遺伝子ドーピング」をめ
ぐる問題は未来のスポーツ界の運命を左右
するほど重大である。 
 
(2)2003年にWADAによって禁止方法とされた
「遺伝子治療を応用する方法」、いわゆる「遺
伝子ドーピング」の問題構造について応用倫
理学的視座から考察を進めた。その結果、３
つの応用倫理学的視座が選定された。①スポ
ーツ倫理学、②生命倫理学、③現代倫理学。 
 ①のスポーツ倫理学からは、スポーツの根
幹をなす公平性(fairness)の議論と、選手に
対する治療(therapy)か、向上(enhancement)
かの線引きに関する問題が浮上した。ドーピ
ングの禁止を前提とした不公平は明らかで
あるが、無意図的に治療が向上に繋がった場
合の不公平をどのように考えるべきかが、今
後の大きな課題である。 
②の生命倫理学からは、遺伝子ドーピング

を望む選手とそれを実施するスポーツ医科
学者間の医の倫理（例：インフォームド･コ
ンセント）問題であると同時に、人体実験の
対象となる可能性がある選手への安全性の
議論が行われた。またトレーニングを必要と
する筋肉増強剤よりも、より効果的、効率的
と思われる遺伝子ドーピングへと向かう選
手の欲望と研究者としての知的興味が連携
されることの恐れが示唆された。 
③の現代倫理学からは、M.サンデルが提示

したコミュニタリアニズムのキー概念の１
つ、「人間の尊厳と生の被贈与性（human 
dignity and giftedness)」から議論を展開
した。アメリカ大統領生命倫理評議会の報告
書『治療を超えて』（青木書店）には、現代
社会のエンハンスメント傾向について、人間
の欲望をどこまで認めるべきかを問うべき
と主張されている。固い個人主義を標榜する



自由至上主義（リバタリアニズム）では社会
全体のアトム化を招来させ、人類の文化、伝
統、美徳の消滅の可能性まで危惧された。     
                  

（3）本研究では、遺伝子ドーピング問題に
対して、「スポーツが人間を変えるのではな
く、人間がスポーツを変えるべき」との A.
シュナイダーの主張に与してとりあえずの
結論とした。本研究を通じて議論すべき論点
の広がりやいくつかの今後検討すべき主要
概念が抽出された。すなわち、公平性、治療
対向上、医の倫理、人間の尊厳と生の被贈与
性といった概念である。こうした主要概念か
ら、「遺伝子ドーピング」はなぜ禁止される
べきかについて、さらなる議論が必要であろ
う。本研究で行った３つの応用倫理学的視座
を含めて、さらに多角的に議論を展開するこ
とが求められ、遺伝子ドーピング問題をどの
ように考えるべきかの研究はまだ端緒につ
いたばかりである。 
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